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公布された条例のあらまし

◇鳥取県居宅介護支援事業に関する条例の新設について

１ 条例の新設理由

介護保険法の一部が改正され、条例で指定居宅介護支援の事業の従業者及び運営の基準等を定めることとさ

れたことに伴い、当該基準等を定める。

２ 条例の概要

(１) 指定居宅介護支援事業者の要件は、法人（暴力団等を除く。）とする。

(２) 介護支援専門員を１人以上置くこと、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者等に運

営規程の概要等を記した文書を交付し、説明を行うこと等の指定居宅介護支援等の事業の従業者及び運営の

基準を定める。

(３) 施行期日等

ア 施行期日は、平成27年４月１日とし、平成30年３月31日限りで失効することとする。

イ 関係条例について、所要の規定の整備を行う。

◇鳥取県基金条例の一部改正について

１ 条例の改正理由

地域における医療及び介護の総合的な確保に必要な事業に要する経費を支弁するための基金に対し、国がそ

の３分の２を負担するとされたことに伴い、鳥取県地域医療介護総合確保基金を設置する。

２ 条例の概要

(１) 次のとおり新たに基金を設置し、基金の運営に関し必要な事項を定める。

名称 設置目的

鳥取県地域医療介護総合確保 高齢者等がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができ

基金 るよう、地域の実情に応じて、医療及び介護を総合的に確保するこ

と。

(２) 施行期日は、公布日とする。

◇鳥取県税条例の一部改正について

１ 条例の改正理由

控除対象特定非営利活動法人の指定要件に適合する特定非営利活動法人について、寄附金税額控除の対象に

加える。

２ 条例の概要

(１) 個人県民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金に平成27年１月１日から平成31年12月31日までの間に

特定非営利活動法人鳥取県自閉症協会に対してなされた寄附金を加える。

(２) 施行期日は、公布日とする。

◇鳥取県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正について

１ 条例の改正理由

職員を派遣することにより、業務の円滑な実施の確保を通じて地域の振興、住民の生活の向上等に関する諸

施策の推進を図るため、職員を派遣する公益的法人等を追加する。

２ 条例の概要

(１) 公益的法人等の業務にその役職員として専ら従事させるための職員の派遣先に、一般財団法人関西ワー

ルドマスターズゲームズ2021組織委員会を加える。

(２) 施行期日は、規則で定める日とする。

平成26年12月24日 水曜日 鳥 取 県 公 報 号外第123号
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◇鳥取県附属機関条例の一部改正について

１ 条例の改正理由

児童福祉法及び難病の患者に対する医療等に関する法律において、都道府県に小児慢性特定疾病審査会及び

指定難病審査会を置くとされたことに伴い、所要の改正を行う。

２ 条例の概要

(１) 児童福祉法に基づく医療費支給認定の審査のほか、慢性疾病にかかっている児童等に係る医療費の助成

に関する事項を調査審議する鳥取県小児慢性特定疾病審査会を置く。

(２) 鳥取県特定疾患対策協議会を廃止し、それに代えて、難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく

医療費支給認定の審査のほか、難病の患者に対する医療費の助成に関する事項を調査審議する鳥取県指定難

病審査会を置く。

(３) 施行期日は、平成27年１月１日とする。
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条 例

鳥取県居宅介護支援事業に関する条例をここに公布する。

平成26年12月24日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第52号

鳥取県居宅介護支援事業に関する条例

（趣旨）

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）第47条第１項第１号、第79条

第２項第１号（法第79条の２第４項において準用する場合を含む。）並びに第81条第１項及び第２項の規定に

基づき、指定居宅介護支援の事業の従業者及び運営に関する基準等を定めるものとする。

（用語の意義）

第２条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

（指定居宅介護支援事業者の要件）

第３条 法第79条第２項第１号（法第79条の２第４項において準用する場合を含む。）の条例で定める者は、法

人とする。ただし、暴力団及び暴力団又は暴力団員と密接な関係にある法人を除く。

（指定居宅介護支援の事業の基本方針）

第４条 指定居宅介護支援の事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日

常生活を営むことができるように配慮して行われなければならない。

２ 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者がその選択に

基づき、適切な指定居宅サービス等を総合的かつ効率的に受けることができるよう配慮して行われなければな

らない。

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に

利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事

業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。

４ 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、老人福祉法（昭和

38年法律第133号）第20条の７の２に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介

護予防支援事業者その他の者との連携に努めなければならない。

（指定居宅介護支援等の事業の従業者及び運営に関する基準）

第５条 法第81条第１項の条例で定める員数及び同条第２項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する

基準は、別表のとおりとする。

２ 前項に定めるもののうち、法第47条第１項第１号の条例で定めるものは、規則で定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成27年４月１日から施行する。

（鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正）

２ 鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（平成11年鳥取県条例第35号）の一部を次のよう

に改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）
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事務 市町村等 事務 市町村等

略 略

８ 介護保険法（平成９年法律第123 略 ８ 介護保険法（平成９年法律第123 略

号）に基づく事務のうち、次に掲げる 号）に基づく事務のうち、次に掲げる

もの（同法第70条第２項第１号（同法 もの（同法第70条第２項第１号（同法

第70条の２第４項において準用する場 第70条の２第４項において準用する場

合を含む。）、第74条第１項及び第２ 合を含む。）、第74条第１項及び第２

項、第79条第２項第１号（同法第79条 項、第115条の２第２項第１号（同法

の２第４項において準用する場合を含 第115条の11において準用する同法第

む。）、第81条第１項及び第２項、第 70条の２第４項において準用する場合

115条の２第２項第１号（同法第115条 を含む。）並びに第115条の４第１項

の11において準用する同法第70条の２ 及び第２項の条例を定める事務を除

第４項において準用する場合を含 く。）

む。）並びに第115条の４第１項及び

第２項の条例を定める事務を除く。）

(１)～(48) 略 (１)～(48) 略

略 略

（この条例の失効）

３ この条例は、平成30年３月31日限り、その効力を失う。

別表（第５条関係）

区分 基準

従業者の配置 １ 次に掲げる従業者を事業所ごとに置くこと。

(１) 管理者

(２) 介護支援専門員

２ 管理者は、介護支援専門員証の交付を受けている常勤の者とすること。

３ 管理者は、専らその職務に従事する者とすること。ただし、次に掲げる場合は、この

限りでない。

(１) 管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事す

る場合

(２) 管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に同一敷

地内の他の事業所の職務に従事する場合

４ 介護支援専門員は、利用者数に応じ、規則で定める人数以上とし、そのうち１人以上

は、常勤の者とすること。

サービスの提供 １ 正当な理由なく、サービスの提供を拒まないこと。

２ 利用申込者に対し適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、他の

指定居宅介護支援事業者の紹介その他の措置を講ずること。

３ 事業所ごとに、次に掲げる事項に関する規程を定めること。

(１) 事業の目的及び運営の方針

(２) 従業員の職種、人数及び職務の内容

(３) 営業日及び営業時間

(４) サービスの提供方法、内容及び利用料その他の費用の額

(５) 事業の実施地域

(６) その他サービスの選択に資する重要事項
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４ サービスの提供を開始するときは、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、前

号の規程の概要その他のサービスの選択に資すると認められる事項を記載した書面を交

付して説明を行い、サービスの提供の開始について同意を得ること。

５ 前各号に定めるもののほか、規則で定める基準を満たすこと。

居宅サービス計画 １ 居宅サービス計画は、介護支援専門員に作成させること。

２ 居宅サービス計画は、利用者の有する能力、その置かれている環境等を適切な方法に

より評価することを通じて、その者が自立した日常生活を営むことができるようにする

上で解決すべき課題を明らかにする作業（以下「アセスメント」という。）を行い、最

も適切なサービスの組合せについて検討した上で、継続的、かつ、計画的に指定居宅サ

ービス等が利用されるように作成すること。

３ アセスメントを行うときは、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接する

こと。また、面接の趣旨を利用者及びその家族に十分に説明し、その理解を得ること。

４ 居宅サービス計画の原案を作成したときは、利用者に対する指定居宅サービス等を担

当する者の意見を聴くこと。

５ 前各号に定めるもののほか、規則で定める基準を満たすこと。

記録の作成及び保 規則で定めるところにより、従業員、設備、備品及び会計に関する諸記録、居宅サービ

存 ス計画その他の記録を整備し、保存すること。

事故等への対応 １ 従業者又は従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又は

その家族の個人情報を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずること。

２ 個人情報の漏洩その他の事故が発生した場合は、速やかに市町村並びに利用者及びそ

の家族に連絡するとともに、当該事故の状況及び事故に際して採った措置を記録するこ

と。

３ 利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、サービスの提供に

関する苦情を受ける窓口の設置その他の措置を講ずるとともに、苦情を受けた場合に

は、当該苦情の内容等を記録すること。

４ 前３号に定めるもののほか、規則で定める基準を満たすこと。
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鳥取県基金条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成26年12月24日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第53号

鳥取県基金条例の一部を改正する条例

鳥取県基金条例（平成19年鳥取県条例第10号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、太枠で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第２条、第３条、第５条、第７条関係） 別表第１（第２条、第３条、第５条、第７条関係）

運用益金 運用益金

名称 設置目的 積立て の整理又 処分事由 名称 設置目的 積立て の整理又 処分事由

は処理 は処理

略 略

32 鳥取 農業経営 一般会 一般会計 当該基金 32 鳥取 農業経営 一般会 一般会計 当該基金

県農業 の 規 模 拡 計歳入 歳入歳出 の設置目的 県農業 の 規 模 拡 計歳入 歳入歳出 の設置目的

構造改 大、農用地 歳出予 予算に計 を達成する 構造改 大、農用地 歳出予 予算に計 を達成する

革支援 の集団化、 算に定 上して当 ために必要 革支援 の集団化、 算に定 上して当 ために必要

基金 新たに農業 める額 該基金に な経費の財 基金 新たに農業 める額 該基金に な経費の財

を営もうと 積立て 源に充てる を営もうと 積立て 源に充てる

する者の参 とき。 する者の参 とき。

入の促進等 入の促進等

による農用 による農用

地の利用の 地の利用の

効率化及び 効率化及び

高度化を図 高度化を図

り、もって り、もって

農業の生産 農業の生産

性の向上に 性の向上に

資 す る こ 資 す る こ

と。 と。

33 鳥取 高齢者等 一般会 一般会計 当該基金

県地域 がその有す 計歳入 歳入歳出 の設置目的

医療介 る能力に応 歳出予 予算に計 を達成する

護総合 じ自立した 算に定 上して当 ために必要

確保基 日常生活を める額 該基金に な経費の財

金 営むことが 積立て 源に充てる

で き る よ とき。

う、地域の

実情に応じ

て、医療及

び介護を総
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合的に確保

すること。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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鳥取県税条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成26年12月24日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第54号

鳥取県税条例の一部を改正する条例

鳥取県税条例（平成13年鳥取県条例第10号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（寄附金税額控除） （寄附金税額控除）

第24条の４ 略 第24条の４ 略

２ 略 ２ 略

３ 法第37条の２第１項第４号の条例で定める住民の

福祉の増進に寄与する寄附金は、同号に規定する寄

附金のうち、次の表に掲げる法人に対する同表の右

欄に定める期間内に支出された寄附金（特別の利益

が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除

く。）とする。

名称 主たる事務所 期間

の所在地

特定非営利活動法 鳥取市瓦町601 平成27年１月１

人鳥取県自閉症協 日から平成31年

会 12月31日まで

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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鳥取県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成26年12月24日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第55号

鳥取県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例

鳥取県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成14年鳥取県条例第３号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（職員の派遣） （職員の派遣）

第２条 任命権者（法第２条第１項に規定する任命権 第２条 任命権者（法第２条第１項に規定する任命権

者をいう。以下同じ。）は、地域医療を担う公的病 者をいう。以下同じ。）は、地域医療を担う公的病

院を開設している公益的法人等であって知事が別に 院を開設している公益的法人等であって知事が別に

定めるものとの間の取決めに基づき医師である職員 定めるものとの間の取決めに基づき医師である職員

（次項に定める職員を除く。以下この項において同 （次項に定める職員を除く。以下この項において同

じ。）を派遣することができるほか、次に掲げる公 じ。）を派遣することができるほか、次に掲げる公

益的法人等との間の取決めに基づき、当該公益的法 益的法人等との間の取決めに基づき、当該公益的法

人等の業務にその役職員として専ら従事させるた 人等の業務にその役職員として専ら従事させるた

め、職員を派遣することができる。 め、職員を派遣することができる。

(１) 一般社団法人又は一般財団法人のうち次に掲 (１) 一般社団法人又は一般財団法人のうち次に掲

げるもの げるもの

ア～サ 略 ア～サ 略

シ 一般財団法人関西ワールドマスターズゲーム

ズ2021組織委員会

ス 略 シ 略

(２)～(４) 略 (２)～(４) 略

２・３ 略 ２・３ 略

附 則

この条例は、規則で定める日から施行する。
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鳥取県附属機関条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成26年12月24日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第56号

鳥取県附属機関条例の一部を改正する条例

鳥取県附属機関条例（平成25年鳥取県条例第53号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、太枠で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

名称 調査審議する事項 名称 調査審議する事項

略 略

鳥取県子育て川柳コ 鳥取県子育て川柳コンテ 鳥取県子育て川柳コ 鳥取県子育て川柳コンテ

ンテスト審査委員会 スト知事表彰の被表彰作 ンテスト審査委員会 スト知事表彰の被表彰作

品の選考に関する事項 品の選考に関する事項

鳥取県小児慢性特定 (１) 児童福祉法第19条

疾病審査会 の３第４項の規定によ

る審査に関する事項

(２) 長期にわたり療養

を必要とする疾病であ

って、療養のために多

額の費用を要するもの

にかかっている満20歳

未満の者に対する医療

費の助成に関する事項

略 略

鳥取県健康づくり文 健康づくり文化の創造の 鳥取県健康づくり文 健康づくり文化の創造の

化創造推進県民会議 ための施策に関する事項 化創造推進県民会議 ための施策に関する事項

鳥取県指定難病審査 (１) 難病の患者に対す 鳥取県特定疾患対策 県が実施する特定疾患治

会 る医療等に関する法律 協議会 療研究事業及び先天性血

（平成26年法律第50 液凝固因子障害等治療研

号）第７条第２項の規 究事業に係る対象患者の

定による審査に関する 認定審査等に関する事項

事項

(２) 治療方法が確立し

ていない疾病であっ

て、長期にわたり療養

を必要とするものの患

者に対する医療費の助

成に関する事項

略 略
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附 則

この条例は、平成27年１月１日から施行する。




